
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レセプトオンライン接続サービス

契 約 約 款 
 

（２０２２年４月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社QTnet 



2  

 

 

第１章 総 則 
 

（約款の適用） 

第１条 当社は、レセプトオンライン接続サービス契約約款（以下「約款」といいます。） 

を定め、これによりレセプトオンライン接続サービス（当社がこの約款以外の契約約款

及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更またはこの約款を廃止し当社の他の約款へ統合すること

があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用 語 用 語 の 意 味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 

気通信設備を他人の通信の用に供すること 

３  レセプトオンライ

ン接続 

主として審査支払機関が構築するレセプトのオンライン請求ネ

ットワークとのデータ通信の用に供することを目的としてイン

ターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気

通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送

路設備及びこれと一体して設置される交換設備並びに 

これらの付属設備をいいます。以下同じとします。） 

４ レセプトオンライ 

ン接続サービス 

レセプトオンライン接続を使用して行う電気通信サービス 

５  レセプトオンライ

ン接続サービス取扱 

局 

電気通信設備を設置し、それによりレセプトオンライン接続サ

ービスを提供する当社の事業所 

６  レセプトオンライ

ン接続サービス取扱 

所 

レセプトオンライン接続サービスに関する業務を行う当社の事

業所 

７ レセプトオンライ 

ン接続契約 

レセプトオンライン接続サービスの提供を受けるための約款 

に基づく契約 

８ レセプトオンライ 

ン接続契約者 

当社との間でレセプトオンライン接続契約を締結している者 

９ 契約者回線 コンピュータ通信網サービス第３種契約、及びＩＰ通信網サー

ビス契約（第１種契約者回線）に基づいて設置される電気通信

回線 

10 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置（端末設備を除 

きます。） 

11 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、１の部

分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに 

準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 
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12 自営端末設備 レセプトオンライン接続契約者が設置する端末設備 

13 自営電気通信設備 電気通信事業者（電気通信事業法（１９８４年法律第８６号。

以下「事業法」といいます。）第９条の登録を受けた者をいいま

す。以下同じとします。）以外の者が設置する電気通信設備で

あって、端末設備以外のもの 

14 相互接続点 当社と審査支払機関との間の接続に係る電気通信設備の接続 

点 

15 相互接続通信 相互接続点を経由する通信 

16 消費税相当額 消費税法（１９８８年法律第１０８号）及び同法に関する法令

の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（１９５

０年法律第２２６号）及び同法に関する法令の規定に基づき課

税される 

地方消費税の額 

 

 

第２章 レセプトオンライン接続サービスの提供区域等 
 

（レセプトオンライン接続サービスの提供区域等） 

第４条 当社のレセプトオンライン接続サービスは、別記１に定める提供区域等において

提供します。 
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第３章 契 約 
 

（契約の単位） 

第５条 当社は、契約者回線１回線ごとに最低１以上のレセプトオンライン接続契約を締

結します。 

２ レセプトオンライン接続契約者は、１のレセプトオンライン接続契約につき１人に限り

ます。 

 

（契約申込をすることができる者の条件） 

第６条 レセプトオンライン接続契約の申込みをすることができる者は、次のいずれかの

電気通信サービスを利用するものに限ります。 

（１）当社のコンピュータ通信網サービス契約約款に基づき提供する電気通信サービ 

ス（第３種に限ります）。 

（２）当社のＩＰ通信網サービス契約約款に基づき提供する電気通信サービス（第１種 

契約者回線に限ります）。 

 

（契約申込の方法） 

第７条 レセプトオンライン接続契約の申込みは、当社が定める方法により、当社に対し、

行っていただきます。 

 

（契約申込の承諾） 

第８条 当社は、レセプトオンライン接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序

に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、レセプトオンライン接続契約の申込

みを承諾しないことがあります。 

（１）レセプトオンライン接続契約の申込みをした者が、レセプトオンライン接続サービ 

スに係る料金又は登録に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると 

き。 

（２）レセプトオンライン接続契約の申込みをした者が、過去に第１３条（当社が行うレ 

セプトオンライン接続契約の解除）に定める理由により解除されたことがあると 

き、又は過去に第１６条（利用停止）に定める理由により利用停止を受けたことが 

あるとき、若しくはその恐れがあるとき。 

（３）申込の際に申告事項に虚偽の記載があったとき。 

（４）レセプトオンライン接続サービスを提供することが技術的その他の理由によ 

り困難なとき。 

（５）当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

（６）その他当社が適当でないと判断したとき。 

３ 当社は、本条第１項の規定にかかわらず、当社の第３種コンピュータ通信網サービス、又は

ＩＰ通信網サービス（第１種契約者回線）の契約を締結していない又は契約申込みをして

いない者の契約の申込みについては、その契約の申込を承諾しません。 
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（提供開始日） 

第９条 レセプトオンライン接続サービスに係わる申込みに基づき、当社が当該サービス

の登録を完了した日をレセプトオンライン接続サービスの提供を開始した日とします。 

 

（契約事項の変更） 

第10条 レセプトオンライン接続契約者は、機関種別、業種区分、機関名称等当社に対して

届け出た契約事項に変更があったときは、速やかに当社所定の方法によりその旨を通知す

るものとします。 

２ 当社は前項の契約事項の変更の通知があった場合、第８条（レセプトオンライン接続契

約申込の承諾）の規定に準じて取扱います。 

 

（利用権の譲渡の禁止） 

第11条 レセプトオンライン接続サービスに係る利用権（レセプトオンライン接続契約者が

レセプトオンライン接続契約に基づいてレセプトオンライン接続サービスの提供を受ける

権利をいいます。）は、譲渡することはできません。 

 

（レセプトオンライン接続契約者が行うレセプトオンライン接続契約の解除） 

第12条 レセプトオンライン接続契約者は、レセプトオンライン接続契約を解除しようと

するときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知していただきます。

なお、当該通知が当社に到達した月の月末をもって、レセプトオンライン接続契約の解

除を行います。 

 

（当社が行うレセプトオンライン接続契約の解除） 

第13条 当社は、第１６条（利用停止）の規定によりレセプトオンライン接続サービスの

利用を停止されたレセプトオンライン接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、

そのレセプトオンライン接続契約を解除することがあります。 

２ 当社は、次の場合には、前項の規定にかかわらず、レセプトオンライン接続サービスの

利用停止をしないでそのレセプトオンライン接続契約を解除することができるものとしま

す。 

（１）レセプトオンライン接続契約者が第１６条第１項各号の規定のいずれかに該当する 

場合、又は申込の際に申告事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂 

行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。 

３ 当社は、第３種コンピュータ通信網サービス、又はＩＰ通信網サービス（第１種契約者 

回線）の契約を解除したときは、そのレセプトオンライン接続サービスの契約を解除しま 

す。 

４ 当社は、前３項の規定によりそのレセプトオンライン接続契約を解除しようとするとき

は、原則としてあらかじめレセプトオンライン接続契約者にそのことをお知らせします。

ただし、レセプトオンライン接続サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信

設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。 

 

（その他の提供条件） 

第14条 レセプトオンライン接続契約に関するその他の提供条件については、別記２、３ 

に定めるところによります。 
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第４章 利用中止及び利用停止 
 

（利用中止） 

第15条 当社は、次の場合には、レセプトオンライン接続サービスの利用を中止すること

があります。 

（１）当社又の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（２）第１８条（通信利用の制限）の規定により、レセプトオンライン接続サービスの利 

用を中止するとき。 

（３）コンピュータ通信網サービス契約約款、又はＩＰ通信網サービス契約約款により、 

その契約者回線の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定によりレセプトオンライン接続サービスの利用を中止するときは、あ

らかじめそのことをレセプトオンライン接続契約者にお知らせします。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第16条 当社は、レセプトオンライン接続契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヵ

月以内で当社が定める期間（そのレセプトオンライン接続サービスに係る料金その他の債

務（この約款の規定により、支払いを要することとなったレセプトオンライン接続サービ

スに係る料金、登録に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条

において同じとします。）が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるま

での間）、そのレセプトオンライン接続サービスの利用を停止することがあります。 

（１）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。 

（２）第３１条（利用に係るレセプトオンライン接続契約者の義務）の規定に違反したとき 

（３）コンピュータ通信網サービス契約約款、又はＩＰ通信網サービス契約約款により、 

その契約者回線の利用を停止するとき。 

２ 当社は、前項の規定によりレセプトオンライン接続サービスの利用停止をするときは、あ

らかじめその理由、利用停止をする日及び期間をレセプトオンライン接続契約者に通知し

ます。 

３ 本条に基づきレセプトオンライン接続サービスの利用停止がなされた場合でも、レセプ

トオンライン接続契約が解除されるまでの期間のレセプトオンライン接続サービスに係る

料金等を支払う義務を負います。 
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第５章 通 信 
 

（通信の条件） 

第17条 レセプトオンライン接続契約者は、審査支払機関が運営するレセプトのオンライ

ン請求ネットワーク相互間に限り通信することができます。 

 

（通信利用の制限） 

第18条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若し

くは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を

内容とする通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取

扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線（当社がそれらの機関との協議に

より定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることが

あります。 

 

２ 通信が著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を 

超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがありま

す。 

気象機関

水防機関

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関 

別記９に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信者の機関

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

名 関 機 



8  

 

 

第６章 料金等 
 

第１節 料金及び登録に関する費用 

 

（料金及び登録に関する費用） 

第19条 当社が提供するレセプトオンライン接続サービスの料金は、料金表に定めるとこ

ろによります。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（基本料金の支払義務） 

第20条 レセプトオンライン接続契約者は、その契約に基づいて当社がレセプトオンライン

接続サービスの申込登録を行った日もしくは契約者回線が開通した日のいずれか遅い方の

日を含む暦月の翌々暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間につ

いて、料金表第１表第１（基本料金）に規定する基本料金を支払っていただきます。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりレセプトオンライン接続サービスを利用

することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。 

（１）次の場合には、レセプトオンライン接続契約者は、その期間中の基本料金の支払いを 

要します。 

ア 利用の一時中断をしたき。 

イ 利用停止があったとき。 

（２）前号の規定によるほか、レセプトオンライン接続契約者は、次の表に規定する場合を 

除いて、レセプトオンライン接続サービスを利用できなった期間中の基本料金の支払 

いを要します。
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区 別 支払いを要しない料金 

１  レセプトオンライン接続契約者の責めによら

ない理由により、そのレセプトオンライン接続

サービスを全く利用できない状態（その契約に

係る電気通信設備による全ての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状

態となる場合を含みます。）が生じた場合（２欄

に該当する場合を除きます。）に、そのことを当

社が知った時刻から起算して、２４時間以上そ

の状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の

利用できなかった時間（２４時間の

倍数である部分に限ります。）に対

応するそのレセプトオンライン接続

サービスについての基本料金。 

２  移転に伴って、レセプトオンライン接続サー

ビスを利用できなくなった期間が生じたとき

（レセプトオンライン接続契約者の都合により

レセプトオンライン接続サービスを利用しなか

った場合であって、その契約者回線を保留した

ときを除きます。）。  

利用できなくなった日を含む料金月

の翌料金月から起算して、利用でき

るようになった日を含む料金月まで

の期間に対応するそのレセプトオン

ラインサービスについての基本料

金。 

 

３ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、これをお

返しします。 

 

（登録費の支払義務） 

第21条 レセプトオンライン接続契約者は、契約の申込みを請求し、その承諾を受けたと 

きは、料金表第２表第１（登録費）に規定する登録費の支払いを要します。 

ただし、登録の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この 

場合、既にその登録費が支払われているときは、当社は、その登録費をお返しします。 

２ 登録の着手後完了前に解除があった場合は、前項の規定にかかわらず、レセプトオンラ

イン接続契約者は、その登録に要した費用を負担しこの場合において、負担を要する費用

の額は、その費用の額（税抜額）に消費税相当額を加算した額とします。 

 

第３節 料金の計算等 

 

（料金の計算等） 

第22条 料金の計算方法並びに料金及び登録に関する費用の支払方法は、料金表通則に定

めるところによります。 

 

第４節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第23条 レセプトオンライン接続契約者は、料金又は登録に関する費用の支払いを不法に免

れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（税抜額）の２倍に相当する額に消費税

相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
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（延滞利息） 

第24条 レセプトオンライン接続契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）につ

いて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の

前日までの日数について、年１０％の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に

定める方法により支払っていただきます。 

ただし、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあった場合は、この限りで

ありません。 

 

 

第８章 保 守 
 

（レセプトオンライン接続契約者の維持責任） 

第25条 レセプトオンライン接続契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術

基準等に適合するよう維持していただきます。 

 

（レセプトオンライン接続契約者の切分責任） 

第26条 レセプトオンライン接続契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者

回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用する

ことができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないこ

とを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、レセプトオンライン接続契約者から要請があったときは、当社

は、レセプトオンライン接続サービス取扱局において試験を行い、その結果をレセプト

オンライン接続契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合

において、レセプトオンライン接続契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故

障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、レセプトオンライン接

続契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費

用の額は，派遣に要した費用の額（税抜額）に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第27条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部

を修理し、又は復旧することができないときは、第１８条（通信利用の制限）の規定よ

り優先的に取扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理

し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同

条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 
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順位 修 理 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 

１ 気象機関に設置されるもの

水防機関に設置されるもの

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

２ ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

選挙管理機関に設置されるもの 

別記９に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置さ

れるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きま

す。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失し 

た 契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するコンピュータ通信網 

サービ ス取扱局又はアクセスポイントの場所を変更することがあります。 
 
 

第９章 損害賠償 
 

（責任の制限） 

第28条 当社は、レセプトオンライン接続サービスを提供すべき場合において、当社の責

めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのレセプトオンライン接続サー

ビスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条にお

いて同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、２４時間以上その状

態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、レセプトオンライン接続サービスが全く利用できない状

態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である

部分に限ります。）について、対応するそのレセプトオンライン接続サービスに係る料金

額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 第１項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりレセプトオンライン接続サー

ビスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 

（注）本条第２項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通 

則の規定に準じて取扱います。 
 

（免責） 

第29条 当社は、レセプトオンライン接続契約に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤

去、修理又は復旧の工事に当たって、レセプトオンライン接続契約者に関する土地、建物

その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるとき
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は、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 

（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改

造等に要する費用については負担しません。 

３ 当社は、この約款等に定める利用停止、利用中止により、レセプトオンライン接続契約

者に損害を与えた場合、この約款等に別に定めがある場合を除きその損害についていかな

る責任も負いません。 

４  当社は、レセプトオンライン接続サービスを提供するにあたって、当社以外の電気通信

事業者に起因する障害等により発生する損害について、いかなる責任も負いません。 

５ 当社は、レセプトオンライン接続サービスの提供に関し、レセプトオンライン接続契約

者に対して、この約款等に定める以外のいかなる責任も負いません。 

 
 

第１０章 雑 則 

 

（承諾の限界） 

第30条 当社は、レセプトオンライン接続契約者から登録その他の請求があった場合に、そ

の請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当

社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、

その理由を請求をしたレセプトオンライン接続契約者に通知します。 

ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

（利用に係るレセプトオンライン接続契約者の義務） 

第31条 レセプトオンライン接続契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）本サービスを診療報酬等の請求に関する目的以外の用途で使用しないこと。 

（２）通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

（３）不正にアクセスを行わないこと。 

（４）ウィルスに感染したファイルを送信しないこと。 

（５）当社がレセプトオンライン接続契約者に割当てる認証ＩＤ等（レセプトオンライン 

接続サービスを利用するために割当てる英字及び数字の組合せからなる符号をい 

います）を第３者に使用させないこと並びに第３者への貸与、譲渡、売買及び担 

保の目的に供しないこと。 

 

（レセプトオンライン接続契約者の機関名称等の通知） 

第32条 当社は、審査支払機関から請求があったときは、レセプトオンライン接続契約者

の機関名称等を審査支払機関に通知することがあります。 

 

（レセプトオンライン接続サービスの提供範囲） 

第33条 当社は、この約款の規定によるレセプトオンライン接続サービスを本邦内に限り

提供します。 

２ 当社が提供するレセプトオンライン接続サービスの範囲は、相互接続点までとします。

この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備及び相互

接続通信に係る通信の品質を保証しません。 

 

（レセプトオンライン接続サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧） 

第34条 レセプトオンライン接続サービスにおける基本的な技術的事項は、契約者回線で

定めるとおりとします。 

２ 当社は、当社が指定するレセプトオンライン接続サービス取扱所において、レセプトオ

ンライン接続サービスを利用するうえで参考となる別記１０の事項を記載した技術資料を
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閲覧に供します。 

 

（法令に規定する事項） 

第35条 レセプトオンライン接続サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事

項については、その定めるところによります。 

（注）法令に定めがある事項については、別記４から８に定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第36条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲

覧に供します。 
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別 記 

 

１ レセプトオンライン接続サービスの提供区域 

当社のレセプトオンライン接続サービスの提供区域は、次に掲げる県の区域において提 

供します。 

県の区域 

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 

ただし、当社が別に定める区域において提供します。 

 

２ レセプトオンライン接続契約者の地位の承継 

（１） 相続又は法人の合併によりレセプトオンライン接続契約者の地位の承継があった 

時は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、こ

れを証明する書面を添えて、すみやかにレセプトオンライン接続サービス取扱所

に届け出ていただきます。 

（２）（１）の場合に、相続人が２人以上ある時は、その内の１人を当社に対する代表者 

と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。 

（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人の内の１人 

を代表者として取扱います。 

 

３ レセプトオンライン接続契約者の氏名等の変更 

（１） レセプトオンライン接続契約者は、その機関名称、その他レセプトオンライン接続 

契約に必要な事項について変更があった時は、そのことをすみやかにレセプトオン

ライン接続取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提 

示していただくことがあります。 

（３）前項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合でも、当社は 

その一切の責任を負わないものとします。 

 

４ 自営端末設備の接続 

（１）レセプトオンライン接続契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に 

接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続しよう 

とするときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等 

に適合することについて指定認定機関（事業法施行規則第３２条第１項第５号に基 

づき総務大臣が指定したものをいいます。）の認定を受けた端末機器以外の自営端 

末設備を接続するときは、当社指定の書面によりその接続の請求をしていただき 

ます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により事業法施行規則第３１条で定める場合に該当するとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第３２条第１項で定 

める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検 

査を行います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）レセプトオンライン接続契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときについ 

ても、（１）から（４）の規定に準じて取扱います。 

（６）レセプトオンライン接続契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を 

とりはずしたときは、当社に通知していただきます。 



15  

 

５ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

（１）当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信 

サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、レセプトオンラ 

イン接続契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査 

を受けることを求めることがあります。この場合、レセプトオンライン接続契約者は、 

正当な理由がある場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除き、 

検査を受けることを承諾していただきます。 

（２）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（３）（１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められ 

ないときは、レセプトオンライン接続契約者は、その自営端末設備を契約者回線か 

ら取りはずしていただきます。 

 

６ 自営電気通信設備の接続 

（１）レセプトオンライン接続契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に 

接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続し 

ようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについ 

て、総務大臣の認定を受けたとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第３２条第１項で定め 

る場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を 

行います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）契約者は、工事担任者規則（１９８５年郵政省令第２８号）第４条で定める種類の 

工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わ 

せ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第３条で定める場合 

は、この限りではありません。 

（６）レセプトオンライン接続契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについて 

も、（１）から（５）の規定準じて取り扱います。 

（７）レセプトオンライン接続契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設 

備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。 

 

７ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ

スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記５（自営端末設備に異常がある場

合等の検査）の規定に準じて取扱います。 

 

８ 当社の維持責任 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（１９８５年郵政省令

第３０号）に適合するよう維持します。 
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９ 新聞社等の基準 

区 分 基 準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議す 

ることを目的としてあまねく発売されること。 

（２）発行部数が、１の題号について８，０００部以上であること。 

２ 放送事業者 電波法（１９５０年法律第１３１号）の規定により放送局の免許を受け

た者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情

報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目 

的とする通信社 

 

10 技術資料の項目 

 
（注）品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。 

（１）物理的条件 

（２）電気的条件 

（３）論理的条件 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 
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料金表 
 

通 則 

 

（基本料金の計算方法） 

１ 当社は、レセプトオンライン接続契約者が契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算

します。 

２ 利用料については日割しません。ただし、第２０条（基本料金の支払義務）第２項第２ 号

の表の規定に該当するときは、利用料の基本額をその利用日数に応じて日割します。 

３ ２の規定による利用料の基本額の日割は、歴日数により行います。この場合、第２０条第

２項の表に規定する料金の算定当たっては、その日数計算の単位となる２４時間をその開始

時刻が属する暦日とみなします。 

 

（料金等の支払い） 

４ レセプトオンライン接続契約者は、料金及び登録に関する費用について、当社が定める

期日までに、当社が指定する方法において支払っていただきます。 

５ レセプトオンライン接続契約者は、料金及び登録に関する費用については支払期日の到

来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

６ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２ヶ月以上の料金を、当社が

指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（端数処理） 

７ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端

数を切り捨てます。 

 

（消費税相当額の加算） 

８ 約款第２０条（基本料金の支払義務）から第２１条（登録費の支払義務）までの規定等

により料金表に定める料金支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額

（税抜額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。））に基づき計算

した額に消費税相当額を加算した額とします。 

なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額（税抜額に消費税相当

額を加算した額をいいます。以下同じとします。）により計算した額とは差が生じる場合があ

ります。 

 

（料金等の臨時減免） 

９ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら

ず、臨時に、その料金又は登録に関する費用を減免することがあります。 

10 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のレセプトオンライン接続サービス取扱所 

に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。 
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第１表  料 金 

基本料金 

  １ 適 用 

区 分 内 容 

（１） 品目に係る

料金の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は料金表を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めま

す。 

 

２ 料金額 

（１）基本料金 

区 分 単 位 月額料金 

レセプトオンライン接続サービス １のＩＤごとに 
６００円 

（税込額６６０円） 

 

第２表  登録に関する費用

第１ 登録費 

１ 適 用 

区 分 内 容 

（１）登録費の適用 登録費は、登録を要することとなる１のＩＤごとに適用します。 

 

２ 登録費の額 

区 分 単 位 登録費の額 

登録費 １のＩＤごとに 

２，０００円 

（税込額２，２００ 

円） 

品目 内容 

レセプトオンライン

接続サービス 

契約者回線を使用して審査支払機関

が運営するレセプトのオンライン請 

求ネットワークと通信ができるもの 

備考 

１ 当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設

備及び相互接続通信の品質を保証しません。 

２ 当社は、本サービスを利用するために必要な認証ＩＤ 

等（本サービスを利用するために割当てる英字及び数字

の組合せからなる符号をいいます）を付与します。 

３ 当社の営業時間（土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝

日に関する法律（１９４８年法律第１７８号）の規定

により休日とされた日並びに１２月２９日，１２月３

０日，１２月３１日，１月２日及び１月３日をいいま

す。） を除く毎日午前９時から午後５時５０分まで

の時間をいいます。以下同じとします。）外に、本サー

ビスについて修理又は復旧を受けたときに、その受け付

け時刻以降の直近の営業時間においてその修理又は復旧

を行います。 
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附 則 
 

（実施期日） 

１ この約款は、２００８年１０月１６日から実施します。 

 

（実施期日） 

１ この約款は、２０２２年４月１日から実施します。 

 


